
政
令
第

号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
動
物
の

愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
特
定
動
物
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
含
む

。
）
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年

政
令
第
百
六
十
九
号
）
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
種
（
亜
種
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「
第
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
の
一
の
（
二
）
の
ね
こ
科
の
項
中
「
及
び
ア
ジ
ア
ゴ
ー
ル
デ
ン
キ
ャ
ッ
ト
」
を
「
、
ア
ジ
ア
ゴ
ー
ル
デ
ン
キ
ャ
ッ
ト
、

ス
ナ
ド
リ
ネ
コ
及
び
ジ
ャ
ガ
ラ
ン
デ
ィ
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
六
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
長
と
す
る
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、

新
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。


